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150　刑 法 犯 の 罪 種 別 認 知 件
本表数値は、滝川警察署管内

総　数 殺　人 強　盗 放　火
不同意
性交等

総　数
凶器準　
備集合

暴　行 傷　害 脅　迫 恐　喝

 令和３年 249 1 ― ― ― 1 54 ― 32 18 3 1 

     ４ 209 3 ― 1 1 1 48 ― 31 8 3 6 

     ５ 202 3 ― ― ― 3 52 ― 29 19 3 1 

     ６ 209 2 1 ― ― 1 53 ― 28 16 8 1 

     ７ 230 3 ― ― ― 3 35 ― 27 7 ― 1 

 令和３年 148 1 ― ― ― 1 49 ― 29 17 3 ― 

     ４ 170 3 ― 1 1 1 47 ― 34 8 2 3 

     ５ 102 2 ― ― ― 2 44 ― 24 16 4 ― 

     ６ 128 2 1 ― ― 1 47 ― 27 14 4 2 

     ７ 145 3 ― ― ― 3 38 ― 27 8 3 ― 

 令和３年 131 1 ― ― ― 1 58 ― 33 23 2 ― 

     ４ 124 3 ― 1 1 1 53 ― 34 10 4 5 

     ５ 99 1 ― ― ― 1 50 ― 29 18 3 ― 

     ６ 122 2 1 ― ― 1 54 ― 36 10 6 2 

     ７ 107 3 ― ― ― 3 41 ― 31 8 2 ― 

 ＜資料＞　滝川警察署

151　少　　　　　　　　　　　年
本表数値は、滝川警察署管内

１.「犯罪少年」とは、犯行時及び処理時の

２.「触法少年」とは、刑罰法令に触れる行

その１　罪　種　別　検　挙　人

総　数 殺　人 強　盗 放　火
不同意
性交等

総　数
凶器準　
備集合

暴　行 傷　害 脅　迫 恐　喝

　　 　　

 令和３年 5 ― ― ― ― ― 3 ― ― 3 ― ― 

     ４ 8 ― ― ― ― ― 1 ― ― 1 ― ― 

     ５ 9 ― ― ― ― ― 4 ― ― 3 1 ― 

     ６ 4 ― ― ― ― ― 1 ― 1 ― ― ― 

     ７ 12 ― ― ― ― ― 2 ― 1 1 ― ― 

　　 　　

 令和３年 4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

     ４ 2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

     ５ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

     ６ 5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

     ７ 3 ― ― ― ― ― 1 ― 1 ― ― ― 

注：ａ）犯行時及び処理時の年齢がともに14歳以上20歳未満の少年。ｂ）刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年。

その２　年 齢、 学 職 別 検

小学生 中学生 高校生 大学生 他学生 有職者 無職者 14　歳 15　歳 16　歳 17　歳

 令和３年 7 ― 2 ― 1 ― 3 1 1 1 ― 1 

     ４ 13 ― 1 5 2 ― 4 1 ― 2 3 1 

     ５ 9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 2 

     ６ 4 ― ― 2 ― ― 2 ― ― ― ― 1 

     ７ 24 ― 11 3 2 ― 8 ― 7 5 2 ― 

 ＜資料＞　滝川警察署

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法

　凶　　　　　悪　　　　　犯 　粗　　　　　　　暴　　　　　　　犯

認 知 件 数

検 挙 件 数

検 挙 人 員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法

　凶　　　　　悪　　　　　犯 　粗　　　　　　　暴　　　　　　　犯

ａ ） 犯 罪 少 年

ｂ ） 触 法 少 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犯　　　　　　　罪　　　　　　　少　　　　　　　年

学　　　　　　　　職　　　　　　　　別 　　　　　　年　　　　　　齢

年　　次
総　数

年　　次
総　数

年　　次
総　数
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数、検 挙 件 数 及 び 検 挙 人 員
（165ページ参照）のものである。

各年中

総　数 詐　欺 横　領 偽　造 汚　職 背　任 総　数 賭　博 猥せつ 令違反

124 22 21 1 ― ― ― 5 ― 5 43 31  令和３年

97 27 20 4 3 ― ― 1 ― 1 33 34 ４

89 22 21 ― 1 ― ― 6 ― 6 30 36 ５

108 16 13 2 1 ― ― 5 ― 5 25 44 ６

143 14 10 3 1 ― ― 3 ― 3 32 51 ７

69 13 12 1 ― ― ― 4 ― 4 12 31  令和３年

91 16 13 2 1 ― ― 1 ― 1 12 34 ４

33 9 8 1 ― ― ― 3 ― 3 11 36 ５

53 14 11 2 1 ― ― 1 ― 1 11 44 ６

79 9 6 1 1 1 ― 6 ― 6 10 51 ７

44 15 14 1 ― ― ― 1 ― 1 12 28  令和３年

48 10 8 2 ― ― ― 1 ― 1 9 25 ４

28 6 5 1 ― ― ― 3 ― 3 11 34 ５

39 12 9 1 2 ― ― 1 ― 1 14 34 ６

36 13 9 1 ― 3 ― 5 ― 5 9 35 ７

犯　　　　　　　　　　　　　罪　　　　　　　
（165ページ参照）のものである。

年齢がともに14歳以上20歳未満の少年をいう。

為をした14歳未満の少年をいう。

員　及　び　補　導　人　員

各年中

総　数 詐　欺 横　領 偽　装 汚　職 背　任 総　数 賭　博 猥せつ 令違反

　 　　　

2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2  令和３年

4 1 1 ― ― ― ― ― ― ― 2 5 ４

5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ５

3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ６

7 ― ― ― ― ― ― 1 ― 1 2 12 ７

3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ―  令和３年

1 ― ― ― ― ― ― 1 ― 1 ― ― ４

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ５

5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 10 ６

1 1 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ７

挙 人 員 及 び 補 導 人 員

各年中

18　歳 19　歳 未就学 小学生 中学生 ８歳以下 ９　歳 10　歳 11　歳 12　歳 13　歳

1 3 4 ― 3 1 1 ― ― 2 ― 1  令和３年

1 6 2 ― 1 1 ― ― ― 1 ― 1 ４

1 4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ５

1 2 5 ― 5 ― 2 2 ― 1 ― ― ６

― 10 3 ― 1 2 ― ― ― ― 1 2 ７

犯

知　　　　　　　能　　　　　　　犯 　　　風　　俗　　犯

犯

　知　　　　　　　能　　　　　　　犯 　　　　風　　俗　　犯

触　　　　　　　　法　　　　　　　　少　　　　　　　　年

別 学　　　職　　　別 年　　　　　　　齢　　　　　　　別

特別法

年　　次
窃　盗 その他

特別法

年　　次
窃　盗 その他

年　　次
総　数
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（単位：件） 各年中

令　　　　和　　　 ２　　　　年

３

　　　　　　　　　　３　　　　４

　　　　　　　　　　４ ５

　　　　　　　　　　５ ６

21 1 

 　　３ 27 1 

     ４ 22 ― 

     ５ 19 1 

     ６ 27 1 

＜資料＞　札幌地方裁判所

（単位：件） 各年中

令　　　　和　　　　２　　　　年

　　　　　　　　　　３　　　　

　　　　　　　　　　４

　　　　　　　　　　５

　　　　　　　　　　６

     ３

     ４

     ５

     ６

＜資料＞　札幌地方裁判所

152　刑 事 事 件 取 扱 人 員 数
本表数値は、札幌地方裁判所滝川支部、滝川簡易裁判所管内（165ページ参照）のものである。

札幌地方裁判所滝川支部

上段の表は、延べ人員数。下段の表は、通常第一審の終局区分別終局実人員数。

受　　　　　　　　　　　　理

総　　　数 旧　　　受 新　　　受

60 14 46 47 13 

59 13 46 44 15 

46 15 31 39 7 

64 7 57 49 15 

83 15 68 68 15 

訴 訟 事 件 54 15 39 39 15 

そ の 他 の 事 件 29 ― 29 29 ― 

有　　　　　　　　　　　　　　　　　罪

うち一部 うち全部 うち一部 うち全部 う　　ち

執行猶予 執行猶予 執行猶予 執行猶予 執行猶予

令和２年 20 17 1 11 3 ― 2 ― ― ― ― 

26 23 1 14 3 ― 2 ― ― ― ― 

22 19 1 15 2 ― 2 1 ― ― ― 

18 15 1 10 3 ― 3 ― ― ― ― 

26 22 1 13 3 ― 3 1 ― 1 ― 

 滝  川  簡  易  裁  判  所

上段の表は、延べ人員数。下段の表は、通常第一審の終局区分別終局実人員数。

受　　　　　　　　　　　　理

総　　　数 旧　　　受 新　　　受

528 3 525 526 2 

596 2 594 596 ― 

555 ― 555 550 5 

579 5 574 576 3 

540 3 537 536 4 

訴 訟 事 件 ― ― ― ― ― 

略 式 128 3 125 124 4 

うち道路交通法等違反事件 67 2 65 63 4 

そ の 他 の 事 件 412 ― 412 412 ― 

有　　　　　　　　　　　　　　　罪

うち一部 うち全部 う　　ち

執行猶予 執行猶予 執行猶予

令和２年 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

年 次 及 び 事 件 の 種 類 既　　　済 未　　　済

年　　次 総　数 無　罪 その他
総　数 有期懲役 有期禁固 罰　金 その他

年 次 及 び 事 件 の 種 類 既　　　済 未　　　済

年　　次 総　　数 無　　罪 そ の 他
総　　数 有期懲役 罰　　金 そ の 他
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各年中

総　　数 旧　　受 新　　受

219 40 179 168 51 
                         ３ 196 51 145 160 36 
                         ４ 176 36 140 135 41 

170 41 129 117 53 
195 53 142 139 56 

195 53 142 139 56 
通 常 訴 訟 65 29 36 39 26 
手 形 ・ 小 切 手 訴 訟 ― ― ― ― ― 
控 訴 ― ― ― ― ― 
再 審 （ 訴 訟 ） ― ― ― ― ― 
控 訴 提 起 2 ― 2 1 1 
飛 躍 上 告 受 理 申 立 ― ― ― ― ― 
飛 躍 上 告 提 起 ― ― ― ― ― 
再 審 （ 抗 告 ） ― ― ― ― ― 
抗 告 提 起 ― ― ― ― ― 
民 事 非 訟 4 ― 4 ― 4 
商 事 非 訟 5 1 4 3 2 
借 地 非 訟 ― ― ― ― ― 
配 偶 者 暴 力 に 関 す る 保 護 命 令 1 ― 1 1 ― 
保 全 命 令 1 ― 1 1 ― 
配 当 等 手 続 ― ― ― ― ― 
財 産 開 示 ― ― ― ― ― 
破 産 75 13 62 59 16 
再 生 ― ― ― ― ― 
小 規 模 個 人 再 生 20 5 15 13 7 
給 与 所 得 者 等 再 生 ― ― ― ― ― 
会 社 更 生 ― ― ― ― ― 
船 舶 所 有 者 等 責 任 制 限 ― ― ― ― ― 
油 濁 損 害 賠 償 責 任 制 限 ― ― ― ― ― 
過 料 15 1 14 15 ― 
共 助 ― ― ― ― ― 
人 身 保 護 ― ― ― ― ― 

雑 6 3 3 6 ― 
調 停 1 1 ― 1 ― 

― ― ― ― ― 
控 訴 提 起 ― ― ― ― ― 
飛 躍 上 告 受 理 申 立 ― ― ― ― ― 
飛 躍 上 告 提 起 ・ 上 告 提 起 ― ― ― ― ― 
再 審 （ 抗 告 ） ― ― ― ― ― 
抗 告 提 起 ― ― ― ― ― 
共 助 ― ― ― ― ― 

雑 ― ― ― ― ― 

303 15 288 282 21 
                         ３ 283 21 262 268 15 
                         ４ 207 15 192 186 21 

202 21 181 183 19 
209 19 190 181 28 

209 19 190 181 28 
通 常 訴 訟 88 15 73 67 21 
手 形 ・ 小 切 手 訴 訟 ― ― ― ― ― 
少 額 訴 訟 3 1 2 2 1 
少 額 訴 訟 判 決 に 対 す る 異 議 申 立 ― ― ― ― ― 
再 審 （ 訴 訟 ） ― ― ― ― ― 
控 訴 提 起 ― ― ― ― ― 
少額異議判決に対する特別上告提起 ― ― ― ― ― 
飛 躍 上 告 提 起 ― ― ― ― ― 
再 審 （ 抗 告 ） ― ― ― ― ― 
抗 告 提 起 ― ― ― ― ― 
借 地 非 訟 ― ― ― ― ― 
和 解 ― ― ― ― ― 
督 促 69 ― 69 67 2 
公 示 催 告 2 ― 2 2 ― 
保 全 命 令 ― ― ― ― ― 
少 額 債 権 執 行 ― ― ― ― ― 
過 料 3 ― 3 2 1 
共 助 ― ― ― ― ― 

雑 21 ― 21 21 ― 
調 停 23 3 20 20 3 

― ― ― ― ― 
共 助 ― ― ― ― ― 

雑 ― ― ― ― ― 

＜資料＞　札幌地方裁判所

153　民 事 事 件 及 び 行 政 事 件 数
本表数値は、札幌地方裁判所滝川支部、滝川簡易裁判所管内（165ページ参照）のものである。

受　　　　　　　　　理

札　幌　地　方　裁　判　所　滝　川　支　部
令　　　　　和 　　　　　２ 　　　 　年

                         ５
                         ６

民 事 総 数

行 政 総 数

滝　 　川　 　簡　 　易 　　裁　 　判　　 所
令　　　　　和 　　　　　２ 　　　 　年

                         ５
                         ６

民 事 総 数

行 政 総 数

年　次　及　び　事　件　の　種　類 既　　済 未　　済
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第154表から第157表までの各表の数値は、札幌家庭裁判所滝川支部管内（165ページ参照）のものである。

（単位：件） 各年度中

新　　受 既　　済 新　　受 未　　済

 令和２年 821 815 805 9 

     ３ 817 823 809 3 

     ４ 922 883 907 6 

     ５ 921 933 910 4 

     ６ 993 1007 984 2 

＜資料＞　札幌家庭裁判所

各年度中

＜資料＞　札幌家庭裁判所

154　家事審判事件の種類別新受・既済・未済件数

総　　　　　　　　数 別 表 第 一 審 判 事 件 別 表 第 二 審 判 事 件

未　　済 既　　済 未　　済 新　　受 既　　済

39 799 30 16 16 

33 809 30 8 14 

72 871 66 15 12 

60 920 56 11 13 

46 996 44 9 11 

155　家事審判事件の事件（群）別新受件数　

事 件 の 種 類 令和 ２ 年 ３　　年 ４　　年 ５　　年 ６　　年

総 数 821 817 922 921 993 

別 表 第 一 805 809 907 910 984 

後 見 開 始 ・ 保 佐 開 始 ･ 補 助 開 始 等 42 37 42 41 48 

不在者の財産の 管理に関する処 分 20 9 7 14 16 

失 踪 の 宣 告 及 び そ の 取 消 3 3 3 4 1 

夫婦の財産管理者変更･共有財産の分割 ― ― ― ― ― 

親 子 関 係 116 89 99 112 127 

うち子の氏の変更についての許可 101 83 89 102 118 

う ち 養 子 を す る に つ い て の 許 可 ― ― 1 ― ― 

うち特別養子縁組の成立等に関する処分 ― ― ― ― ― 

うち特別代理人選任（利益相反行為） 13 6 9 10 8 

扶 養 義 務 設 定 等 ― ― ― ― ― 

推 定 相 続 人 の 廃 除 及 び そ の 取 消 ― ― 1 ― ― 

後 見 ・ 保 佐 関 係 339 307 319 307 314 

う ち 後 見 人 等 の 選 任 ・ 解 任 ・ 報 酬 145 136 145 141 137 

う ち 後 見 監 督 処 分 170 161 166 160 166 

相 続 関 係 252 324 406 407 441 

う ち 相 続 の 放 棄 の 申 述 の 受 理 227 312 361 370 413 

遺 言 書 の 検 認 10 14 9 9 18 

遺 留 分 の 放 棄 に つ い て の 許 可 ― ― 1 ― ― 

戸 籍 法 関 係 9 20 11 6 7 

う ち 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可 6 10 7 2 5 

う ち 名 の 変 更 に つ い て の 許 可 1 7 3 2 2 

うち戸籍の訂正等についての許可 2 3 1 2 ― 

そ の 他 14 6 9 10 12 

別 表 第 二 16 8 15 11 9 

夫 婦 同 居 ･ 協 力 扶 助 ― ― ― ― ― 

婚 姻 費 用 分 担 1 1 2 ― 1 

子 の 監 護 者 の 指 定 そ の 他 の 処 分 13 2 8 8 6 

財 産 の 分 与 に 関 す る 処 分 ― ― 1 ― ― 

親 権 者 の 指 定 ま た は 変 更 1 ― ― ― ― 

扶 養 ― ― 1 ― ― 

寄 与 分 を 定 め る 処 分 ― ― ― 1 ― 

遺 産 の 分 割 に 関 す る 処 分 ― 5 1 1 1 

そ の 他 1 ― 2 1 1 

年　　度
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（単位：件） 各年度中

新　　受 既　　済 新　　受 未　　済

96 107 61 3 

72 63 43 13 

81 83 54 10 

63 76 38 8 

97 95 59 10 

＜資料＞　札幌家庭裁判所

各年度中

＜資料＞　札幌家庭裁判所

156　家事調停事件の新受・既済・未済件数

総　　　　　　　　数 別 表 第 二 調 停 事 件 別 表 第 二 以 外 の 調 停 事 件

未　　済 既　　済 未　　済 新　　受 既　　済

令和２年 27 62 24 35 45 

  ３ 36 44 23 29 19 

  ４ 34 53 24 27 30 

  ５ 21 49 13 25 27 

  ６ 23 59 13 38 36 

157　家事調停事件の事件（群）別新受件数　

事 件 の 種 類 令和 ２ 年 ３　　年 ４　　年 ５　　年 ６　　年

総 数 96 72 81 63 97 

別 表 第 二 61 43 54 38 59 

夫 婦 同 居 ･ 協 力 扶 助 ― ― ― ― ― 

婚 姻 費 用 分 担 8 13 12 6 16 

子 の 監 護 者 の 指 定 そ の 他 の 処 分 41 12 30 24 28 

財 産 の 分 与 に 関 す る 処 分 1 1 1 1 1 

親 権 者 の 指 定 ま た は 変 更 2 4 2 2 5 

扶 養 ― 1 ― ― ― 

寄 与 分 を 定 め る 処 分 ― ― ― ― ― 

遺 産 の 分 割 に 関 す る 処 分 8 11 8 5 8 

そ の 他 1 1 1 ― 1 

別 表 第 二 以 外 35 29 27 25 38 

婚 姻 中 の 夫 婦 間 の 事 件 24 24 22 19 27 

婚 姻 外 の 男 女 間 の 事 件 ― ― ― ― 1 

離婚その他男 女関係解消に 基づく慰謝 料 1 1 1 1 3 

親 族 間 の 紛 争 2 ― 1 3 ― 

合 意 に 相 当 す る 審 判 事 項 5 1 2 2 ― 

離 縁 ― 1 ― ― ― 

そ の 他 3 2 1 ― 7 

札 幌 地 方 裁 判 所 滝 川 支 部

札 幌 家 庭 裁 判 所 滝 川 支 部

滝 川 簡 易 裁 判 所

年　　度

滝 川 警 察 署
滝川市・新十津川町・砂川市・上砂川町・奈井江町・浦臼町
（令和２年３月31日までは滝川市・新十津川町のみ）

滝川市・芦別市・赤平市・砂川市・歌志内市・奈井江町・上砂川町・
浦臼町・新十津川町

管　轄　区　域


